
証券コード3947
平成30年３月２日

株 主 各 位
名古屋市中区錦三丁目14番15号

取締役社長 杉 山  喜 久 雄
第56期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第56期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご
出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使すること
ができますので、後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封
の議決権行使書用紙に議案に対する賛否のいずれかをご表示いただき、平
成30年３月22日（木曜日）午後５時25分までに到着するよう、ご返送い
ただきたくお願い申しあげます。

敬　具
記

1. 日 時 平成30年３月23日（金曜日）午前10時
2. 場 所 名古屋市中区錦三丁目15番30号

アパホテル〈名古屋錦〉エクセレント　４階「旭」
3. 目 的 事 項
報 告 事 項 1. 第56期（平成29年１月１日から平成29年12月31日ま

で）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査
人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第56期（平成29年１月１日から平成29年12月31日ま
で）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役７名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件

以　上

1.　事業報告、計算書類、連結計算書類および株主総会参考書類に修正す
べき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（http://www.dynapac-gr.co.jp/ir/news/index.html）において、
修正後の事項を掲載させていただきます。

2.　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出くださいますようお願い申しあげます。
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（添付書類）
事 業 報 告

(平成29年 1 月 1 日から
平成29年12月31日まで)

Ⅰ　企業集団の現況に関する事項
1.　事業の経過およびその成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、着実な回復基調となりまし
た。個人消費は、持ち直す動きが夏以降に鈍化しましたが、世界的な
製造業景気サイクルの好転により、輸出が好調で国内需要も堅調に推
移しました。また、好調な企業収益を背景に設備投資の伸びも年央か
ら高めとなりました。海外経済については、米国が個人消費を中心に
景気回復を持続し、ユーロ圏のＧＤＰ増加は前期比年率２％台となり
ました。一方、中国経済は輸出が堅調ではあるものの、引締め方向の
金融政策に伴い不動産やインフラ投資の伸びが鈍化し、緩やかに減速
しました。
　段ボールの国内消費動向は、各分野での安定した消費動向により、
業界全体の年間生産量は前年比101.7％となりました。
　当社グループの国内販売数量は、食料品および青果物の主力分野が
堅調に推移し、衛生用品等については前年を大きく上回った結果、前
年比104％となりました。
　一方で、採算面は燃料費等の上昇に加え８月以降に段ボール原紙価
格が大幅に値上がりし、収益を圧迫することとなりました。このため、
収益重視の販売施策に注力するとともに、10月納入分からの製品価格
について応分の価格改定に取り組みました。また、生産面においても、
歩留りや生産性向上など工場運営の合理化や設備メンテナンスの強化
による収益改善に努めました。しかしながら、先行した段ボール原紙
価格の値上がりの影響が大きく、2017年期中におけるコスト改善によ
って吸収し得ない負担が発生しました。
　また、海外事業についても、中国やベトナムにおいて同様に段ボー
ル原紙価格が上昇したため、製品価格の改定に鋭意取り組んでまいり
ましたが、先行した段ボール原紙価格の値上がり影響が大きく、業績
への負担が発生しました。
　中長期的な経営施策としては、設備増強を完了したハイフォンと既
存のハノイの２拠点体制によるベトナム市場における成長戦略や本年
１月に設立したＳＰ（セールスプロモーション）事業部による販促資

－ 2 －



材需要を開拓する差別化戦略の取り組みに注力しております。また、
一昨年策定した新・中期経営計画に掲げる「構造改革による収益強化」
として、関東・東北エリアの紙器事業についてクラウン紙工業への再
編集約が進展したほか、関東段ボール事業の設備強化・グループ連携
推進による収益改善および海外事業の一部ビジネスモデルの改変など
の施策に取り組んでまいりました。

　以上の結果により、当社グループの業績は次のとおりとなりました。

〔連結〕
売 上 高 49,752百万円 前期比 106.8％
経 常 利 益 654百万円 前期比 45.6％
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 1,244百万円 前期比 108.3％

　セグメントの業績の状況は次のとおりであります。なお、セグメン
ト業績の金額には、セグメント間取引が含まれております。

①包装材関連事業
　当セグメントにおきましては、売上高は53,731百万円（前期比
108.2％）、セグメント利益（営業利益）は508百万円（前期比45.7％）
となりました。

②不動産賃貸事業
　当セグメントにおきましては、売上高は394百万円（前期比
100.5％）、セグメント利益（営業利益）は328百万円（前期比101.2％）
となりました。

2.　設備投資等の状況
　当連結会計年度において実施した設備投資の金額は、総額2,268百
万円であります。

3.　資金調達の状況
　当連結会計年度の設備資金等および運転資金は、自己資金および借
入金で賄っており、増資および社債発行による資金調達は行っており
ません。
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4.　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　該当事項はありません。

5.　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

6.　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務
の承継の状況

　該当事項はありません。

7.　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分
の状況

　特記すべき事項はありません。

8.　対処すべき課題
　今後の日本経済は、原油や銅など国際市況の上昇を受け物価上昇の
影響が家計部門に及ぶものの、海外経済の回復持続や高水準の企業収
益を背景に、輸出や設備投資の企業部門が主導する成長が見込まれま
す。ただし、米政権運営に起因する混乱や北朝鮮を巡る軍事的緊張の
高まりなど地政学的リスクが顕在化する不確実性を抱えた状況が続く
ものと考えられます。
　また、段ボールの需要は世界的に堅調に推移する一方で、段ボール
原紙価格やそれに影響を及ぼす古紙価格については予断を許さない状
況が続くものと考えられます。
　このような環境において当社は、国内、海外ともに継続して製品価
格の改定に取り組んでまいります。さらに、構造改革を遂行し成長戦
略および差別化戦略に必要な投資を継続し競争力を強化するとともに、
財務基盤やコーポレート・ガバナンスの維持強化に努め企業価値の向
上を目指してまいります。
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9.　財産および損益の状況

区 分 第53期
平成26年12月期

第54期
平成27年12月期

第55期
平成28年12月期

第56期(当期)
平成29年12月期

売 上 高 46,834,803千円 46,320,730千円 46,592,757千円 49,752,587千円

経 常 利 益 829,594千円 891,770千円 1,436,011千円 654,776千円

親会社株主に帰
属する当期純利
益又は親会社株
主 に 帰 属 す る
当期純損失(△)

△230,652千円 701,373千円 1,149,699千円 1,244,779千円

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△) △4.67

円
14.20

円
23.27

円
125.91

円

総 資 産 57,990,512千円 59,987,323千円 64,825,097千円 71,431,282千円

純 資 産 32,625,026千円 35,250,426千円 38,761,137千円 44,244,644千円

（注）1.　第53期は、主原材料価格の上昇およびエネルギーコスト高騰を、生産性の向
上、製品価格の改定でカバーすることが出来ず、減益となりました。

2.　第54期は、主原材料価格および運搬費の高止まりによるコスト増加はあった
ものの、製品価格の改定、合理化施策とエネルギー価格の低下により増益と
なりました。

3.　第55期は、販売価格の維持と受注採算の改善による収益改善活動に加え、原
燃料価格の低下も寄与し増益となりました。

4.　第56期は、「Ⅰ企業集団の現況に関する事項　1. 事業の経過およびその成
果」に記載のとおりであります。

5.　平成29年７月１日付で普通株式５株を１株に併合しております。第56期の
１株当たり当期純利益は、第56期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し
算定しております。

6.　第56期において、第55期に行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定
を行っており、第55期の経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、１株
当たり当期純利益、総資産および純資産について暫定的な会計処理の確定の
内容を反映しております。

－ 5 －



10. 重要な子会社の状況（平成29年12月31日現在）
会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容

千円 ％
土岐ダイナパック株式会社 62,515 92.0 包装材関連事業
宮城ダイナパック株式会社 20,000 100.0 包装材関連事業
宇都宮ダイナパック株式会社 100,000 100.0 包装材関連事業
沼津ダイナパック株式会社 10,000 100.0 包装材関連事業
神 原 段 ボ ー ル 株 式 会 社 90,000 100.0 包装材関連事業
多治見ダイナパック株式会社 60,000 100.0 包装材関連事業
ク ラ ウ ン 紙 工 業 株 式 会 社 30,000 100.0 包装材関連事業

泰納包装（蘇州）有限公司 1,000,000
(75,052千人民元)

100.0
(71.5) 包装材関連事業

D Y N A P A C (H K ) L T D . 26,617
(2,000千香港ドル) 100.0 包装材関連事業

泰 納 包 装 制 品 貿 易 (深 圳 )有 限 公 司 29,755
(2,069千人民元)

100.0
(100.0) 包装材関連事業

DYNAPAC (M) SDN. BHD.
484,694

(12,756千マレーシア

リンギット)
100.0 包装材関連事業

DYNAPAC (HANOI) CO.,LTD.
755,796

(125,235,000千

ベトナムドン)
100.0 包装材関連事業

D Y N A P A C P A C K A G I N G T E C H N O L O G Y
( P H I L I P P I N E S )  I N C .

88,750
(36,000千フィリピン

ペソ)
100.0 包装材関連事業

D Y N A P A C (H A I P H O N G)  C O . , L T D .
869,278

(169,629,436千

ベトナムドン)
100.0 包装材関連事業

（注）議決権比率欄の（　）内は、間接所有割合で内数となっております。

11. 主要な事業内容（平成29年12月31日現在）
事業セグメント 事　　業　　内　　容

包 装 材 関 連 事 業
段ボールシート、段ボールケース、印刷紙器、美粧段ボール
ケース、オフセット印刷物、プラスチックフィルム等の製造
販売、機械設備等の販売

不 動 産 賃 貸 事 業 不動産の賃貸
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12. 主要拠点等（平成29年12月31日現在）
会　　社　　名 事業所・工場名 主要な事業 所　　在　　地

ダイナパック株式会社

本社 不動産賃貸事業 名古屋市中区
営業本部 包装材関連事業 東京都中央区
みよし事業所 包装材関連事業 愛知県みよし市
つくば事業所 包装材関連事業 茨城県つくば市
川越事業所 包装材関連事業 埼玉県川越市
静岡事業所 包装材関連事業 静岡県袋井市
福島事業所 包装材関連事業 福島県福島市
松本事業所 包装材関連事業 長野県松本市
蟹江事業所 包装材関連事業 愛知県海部郡蟹江町

土 岐 ダ イ ナ パ ッ ク 株 式 会 社
本社 包装材関連事業 岐阜県土岐市
中津川工場 包装材関連事業 岐阜県中津川市

宮 城 ダ イ ナ パ ッ ク 株 式 会 社
登米工場 包装材関連事業 宮城県登米市
古川工場 包装材関連事業 宮城県大崎市

宇 都 宮 ダ イ ナ パ ッ ク 株 式 会 社 包装材関連事業 栃木県宇都宮市
沼 津 ダ イ ナ パ ッ ク 株 式 会 社 包装材関連事業 静岡県沼津市
神原段ボール株式会社 包装材関連事業 愛知県常滑市
多 治 見 ダ イ ナ パ ッ ク 株 式 会 社 包装材関連事業 岐阜県多治見市
ク ラ ウ ン 紙 工 業 株 式 会 社 包装材関連事業 埼玉県草加市
泰納包装(蘇州)有限公司 包装材関連事業 中国　江蘇省蘇州市
DYNAPAC(HK)LTD. 包装材関連事業 中国　香港
泰 納 包 装 制 品 貿 易 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 包装材関連事業 中国　広東省深圳市
DYNAPAC (M) SDN. BHD. 包装材関連事業 SEREMBAN N.S.D.K. MALAYSIA
DYNAPAC (HANOI) CO. ,LTD. 包装材関連事業 HANOI VIETNAM
D Y N A P A C P A C K A G I N G T E C H N O L O G Y 
( P H I L I P P I N E S )  I N C . 包装材関連事業 BATANGAS PHILIPPINES

D Y N A P A C  (H A I P H O N G )  C O . , L T D . 包装材関連事業 HAIPHONG VIETNAM
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13. 従業員の状況（平成29年12月31日現在）
従　　業　　員　　数 前　　期　　末　　比

1,781名 112名増
（注）　上記人員には、臨時従業員408名は含めておりません。

14. 主要な借入先の状況（平成29年12月31日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高

千円
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 561,690
株式会社みずほ銀行 342,894

株式会社十六銀行 165,000

株式会社愛知銀行 70,000

株式会社りそな銀行 50,000
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Ⅱ　会社の株式に関する事項（平成29年12月31日現在）
1.　発行済株式総数 9,887,982株（自己株式434,609株を除く。）
2.　株主数 2,484名
3.　単元株式数 100株
4.　大株主の状況

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
千株 ％

カ ゴ メ 株 式 会 社 1,307 13.2
ダ イ ナ パ ッ ク 取 引 先 持 株 会 840 8.5
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 616 6.2
株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 313 3.2
伊 藤 忠 紙 パ ル プ 株 式 会 社 289 2.9
丸 紅 紙 パ ル プ 販 売 株 式 会 社 277 2.8
レ ン ゴ ー 株 式 会 社 275 2.8
王 子 マ テ リ ア 株 式 会 社 272 2.8
第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 268 2.7
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 210 2.1

（注）1.　持株比率は自己株式を控除し算出しております。
2.　当社は自己株式434千株を保有しておりますが、上記大株主から除外してお

ります。
3.　日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式のすべては、退職給付信

託（委託者カゴメ株式会社）に係るものであります。

5.　その他株式に関する重要な事項
　平成29年７月１日付で、普通株式につき５株を１株とする株式併合
を行うとともに、単元株式数を1,000株から100株とする変更を行って
おります。
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Ⅲ　会社の新株予約権等に関する事項（平成29年12月31日現在）
1.　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況
⑴　平成18年３月28日開催の第44期定時株主総会の決議によるもの

①新株予約権の数
12個（新株予約権１個につき200株）

②新株予約権の目的となる株式の種類および数
普通株式　　　　2,400株

③新株予約権の発行価額
無償

④新株予約権の行使価額
１個あたり1,000円（１株あたり５円）

⑤新株予約権の行使期間
平成18年５月１日から平成48年４月30日まで

⑥当社役員の保有状況
新株予約権の数 目的である株式の数 保有者数

取 締 役
(社外取締役を除く) 12個 2,400株 ２名

⑵　平成19年３月27日開催の第45期定時株主総会の決議によるもの
①新株予約権の数

13個（新株予約権１個につき200株）
②新株予約権の目的となる株式の種類および数

普通株式　　　　2,600株
③新株予約権の発行価額

無償
④新株予約権の行使価額

１個あたり1,000円（１株あたり５円）
⑤新株予約権の行使期間

平成19年５月１日から平成48年４月30日まで
⑥当社役員の保有状況

新株予約権の数 目的である株式の数 保有者数
取 締 役
(社外取締役を除く) 13個 2,600株 ２名
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⑶　平成20年３月27日開催の第46期定時株主総会の決議によるもの
①新株予約権の数

14個（新株予約権１個につき200株）
②新株予約権の目的となる株式の種類および数

普通株式　　　　2,800株
③新株予約権の発行価額

無償
④新株予約権の行使価額

１個あたり1,000円（１株あたり５円）
⑤新株予約権の行使期間

平成20年５月１日から平成48年４月30日まで
⑥当社役員の保有状況

新株予約権の数 目的である株式の数 保有者数
取 締 役
(社外取締役を除く) 14個 2,800株 ２名

⑷　平成21年３月26日開催の第47期定時株主総会の決議によるもの
①新株予約権の数

２個（新株予約権１個につき200株）
②新株予約権の目的となる株式の種類および数

普通株式　　　　　400株
③新株予約権の発行価額

無償
④新株予約権の行使価額

１個あたり1,000円（１株あたり５円）
⑤新株予約権の行使期間

平成21年５月１日から平成48年４月30日まで
⑥当社役員の保有状況

新株予約権の数 目的である株式の数 保有者数
取 締 役
(社外取締役を除く) ２個 400株 １名

（注）　平成29年７月１日付で行った５株を１株とする株式併合により、「新株予約権
の目的となる株式の種類および数」、「新株予約権の行使価額」および「当社
役員の保有状況」における「目的である株式の数」は調整されております。

2.　当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に対し交付した
新株予約権の状況

　該当事項はありません。

－ 11 －



Ⅳ　会社役員に関する事項
1.　取締役および監査役の氏名等（平成29年12月31日現在）
地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代表取締役社長 杉　山　喜久雄
代表取締役副社長 齊 藤 光 次
取 締 役 佐 藤 広 之 執行役員

土岐ダイナパック株式会社　代表取締役社長
取 締 役 大 山 英 男 執行役員　生産本部長
取 締 役 野 澤 政 司 執行役員　営業本部長
取 締 役 草 野 雅 夫 執行役員　経営企画本部長

取 締 役 西 　 秀 訓 カゴメ株式会社　取締役会長
長瀬産業株式会社　社外取締役

取 締 役 深 井 靖 博 愛智法律事務所　弁護士
取 締 役 富 澤 　 豊 有限会社富澤事務所　取締役社長
常 勤 監 査 役 鶴 田 茂 樹
常 勤 監 査 役 仲野谷　公　美
監 査 役 蟹 江 睦 久 カゴメ株式会社　取締役常勤監査等委員

監 査 役 加 納 敏 孝
公認会計士加納会計事務所　所長
有限会社真栄ビジネス　代表取締役
株式会社アトム　社外取締役監査等委員
日本インフォメーション株式会社　監査役

（注）1.　取締役の西秀訓氏、深井靖博氏および富澤豊氏は、社外取締役であります。
2.　監査役の蟹江睦久氏および加納敏孝氏は、社外監査役であります。
3.　当社は、取締役の深井靖博氏および富澤豊氏並びに監査役の加納敏孝氏を東

京・名古屋両証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出てお
ります。

4.　監査役の加納敏孝氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に
関する相当程度の知見を有するものであります。

5.　当社は、会社法第427条第１項および当社定款に基づき、社外取締役および
社外監査役の全員と、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締
結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任
限度額であります。

6.　平成29年３月24日開催の第55期定時株主総会終結の時をもって小嶋厚氏、
森永敏昭氏および伊藤紀彦氏は任期満了により取締役を退任し、新たに草野
雅夫氏、深井靖博氏および富澤豊氏が取締役に選任され、就任いたしました。
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2.　取締役および監査役の報酬等の額
区　　分 支給人員 支 給 額

取　締　役
（内社外取締役）

12名
(３名)

173,748千円
(6,000千円)

監　査　役
（内社外監査役）

４名
(２名)

33,888千円
(3,600千円)

合　　計
（内社外役員）

16名
(５名)

207,636千円
(9,600千円)

（注）1.　株主総会の決議による取締役に対する報酬限度額は、年額240百万円であり
ます。（平成16年９月30日開催の臨時株主総会決議）

2.　株主総会の決議による監査役に対する報酬限度額は、年額70百万円でありま
す。（平成16年９月30日開催の臨時株主総会決議）

3.　社外役員に関する事項
⑴　重要な兼職先と当社との関係

①取締役西秀訓氏は、カゴメ株式会社の取締役会長および長瀬産業
株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社とカゴメ
株式会社との間には取引関係があり、当社と長瀬産業株式会社と
の間には取引関係はありません。

②取締役深井靖博氏は、愛智法律事務所の弁護士を兼務しておりま
す。なお、当社と愛智法律事務所との間には取引関係はありませ
ん。

③取締役富澤豊氏は、有限会社富澤事務所の取締役社長を兼務して
おります。なお、当社と有限会社富澤事務所の間には取引関係は
ありません。

④監査役蟹江睦久氏は、カゴメ株式会社の取締役常勤監査等委員を
兼務しております。なお、当社とカゴメ株式会社との間には取引
関係があります。

⑤監査役加納敏孝氏は、公認会計士加納会計事務所の所長、有限会
社真栄ビジネスの代表取締役、株式会社アトムの社外取締役監査
等委員および日本インフォメーション株式会社の監査役を兼務し
ております。なお、当社と公認会計士加納会計事務所、有限会社
真栄ビジネス、株式会社アトムおよび日本インフォメーション株
式会社との間には取引関係はありません。
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⑵　当期における主な活動状況
区　　分 氏　　名 主 な 活 動 状 況

社外取締役 西 　 秀 訓 当期開催の取締役会12回のうち11回に出席し、議案審
議等に必要な発言を行っております。

社外取締役 深 井 靖 博 社外取締役就任後開催の取締役会全て（10回）に出席
し、議案審議等に必要な発言を行っております。

社外取締役 富 澤 　 豊 社外取締役就任後開催の取締役会全て（10回）に出席
し、議案審議等に必要な発言を行っております。

社外監査役 蟹 江 睦 久
当期開催の取締役会全て（12回）に出席し、また、当
期開催の監査役会13回のうち12回に出席し、経験、見
識に基づいて監査役の立場から必要な発言を適宜行っ
ております。

社外監査役 加 納 敏 孝
当期開催の取締役会12回のうち11回に出席し、また、
当期開催の監査役会全て（13回）に出席し、主に公認
会計士としての専門的見地から必要な発言を適宜行っ
ております。
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Ⅴ　会計監査人の状況
1.　会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

2.　当事業年度に係る会計監査人に対する報酬等の額
⑴　公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額

39,500千円
⑵　当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の

財産上の利益の合計額
39,500千円

（注）1.　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査に対する報酬
等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を明確に区分しておら
ず、実質的にも区分できませんので、上記金額には、これらの合計額を記載
しております。

2.　当社の海外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査
を受けております。

3.　監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務
指針」を踏まえ、監査計画の内容、職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠
などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第
１項の同意を行っております。

3.　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

4.　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その
必要があると判断した場合に株主総会に提出する会計監査人の解任ま
たは不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定め
る項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監
査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定
した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計
監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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Ⅵ　会社の体制および方針
1.　業務の適正を確保するための体制

⑴　取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制

①役員および従業員が法令および定款を遵守し実践するために行
動指針の１つである「コンプライアンス」体制を浸透させるため
のコンプライアンス・ガイドブックを役員を含む全従業員に配布
し、研修等によりコンプライアンス・マインドの定着と高揚を図
っております。

②法令遵守の観点から、これに反する行為等を早期に発見し、是正
するためのグループ各社の役員および従業員を対象とした「公益
通報者（社内通報）規程」に従い、運営しております。

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役の職務の執行に係る文書（電磁的記録を含む）を、法令お

よび社内規程に基づき保管しております。
②社内情報の管理については、「情報管理規程」および「個人情報

保護規程」に従い、情報のセキュリティ体制を整えております。
⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①事業活動におけるリスク管理を経営の最重要課題と認識し、「リ
スク管理基本規程」に定めた体制作りおよび本社における包括
的・効率的リスクマネジメントの充実を図っております。

②防災体制を含む分類されたリスクの特定、評価、制御による管理
を実施し、これらの状況を定期的に検証し、リスク管理の実効性
を確保しております。

③リスク管理部門として、経営企画室が主幹となりリスクマネジメ
ント委員会が関係部門と連携しこれに当たり、損失の危険のある
重大な業務執行行為を発見した時は、取締役会、監査役会に報告
する体制を整えております。

⑷　取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体
制

①取締役会は、取締役会規程に従い、適切な運営を確保し、原則月
１回、その他必要に応じて随時開催し、適切な職務執行を実施
し、意思疎通を図るとともに、相互の業務執行を監督しておりま
す。

②さらに、執行役員制度により、経営責任の明確化および意思決定
と業務遂行のスピードアップを図り執行役員全員が出席する事
業所長会議を原則３ヵ月に１回開催し、経営課題の審議と諸施策
の遂行に努めております。
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⑸　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
①関係会社管理規程を定め、経営企画室が主体となり、子会社の経

営上の重要事項を事前承認するとともに原則３ヵ月に１回子会
社社長会を開催し、経営管理を行っております。

②子会社の取締役会は、取締役会規程に従い適切な運営を確保し、
原則３ヵ月に１回、その他必要に応じて随時開催し適切な職務執
行を実施し、意思疎通を図るとともに相互の業務執行を監督して
おります。

⑹　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に
おける当該使用人に関する体制
監査役の職務を補助すべき使用人は配置しておりませんが、必要
な場合は、経営企画室等の本社各部門の従業員を監査役の補助者
に任命することとし、その指揮命令権は監査役に属することとし
ております。

⑺　取締役、使用人等及び子会社の取締役、監査役、使用人等が監査
役に報告をするための体制

①監査役は重要な会議に出席し、代表取締役および業務執行を担当
する取締役が行う経営意思決定と業務執行状況を監査役会にて
常にチェックできる体制を整えております。

②監査役への別に定めた報告事項一覧に基づき、取締役および従業
員からの報告体制を整えております。

③当社グループの役員および従業員は、会社において法律違反行
為、不正行為が行われていることを知ったときは、「公益通報者
（社内通報）規程」に従い、直接または間接的に監査役に報告す
る体制を整えております。

⑻　監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取
り扱いを受けないことを確保するための体制
当社監査役へ報告した役員および従業員に対し、当該報告をした
ことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨
を役員および従業員に周知徹底しております。

⑼　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手
続き、その他の監査費用等の処理に関する事項

①監査の方針、監査の方法、監査の費用の予算について、監査役が
その職務を遂行するうえで必要と認めた事項について、監査役会
で決議しております。

②職務の執行のために生ずる費用について、監査役から費用の前払
いの請求があれば、所定の手続きにより対応しております。
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③職務の遂行上、緊急または臨時に支出した費用については、事
後、当社に償還を請求することができる体制を整えております。

⑽　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体
制
監査役と代表取締役との定期協議の機会を設け、また、会計監査
人および内部統制監査室とそれぞれ定期的に意見交換および情
報の交換を行い緊密な連携をとっております。

【業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要】
当社では、上記基本方針に掲げた体制を整備するほか、当事業年
度におきましては、その基本方針に基づき以下を実施いたしまし
た。

①月１回開催される定時取締役会は、グループ全体の事業の健全な
発展と業務の適正化、経営課題等について討議しております。ま
た、取締役会の決議があったとみなす書面決議が７回ありまし
た。

②監査役会は13回開催され、代表取締役との意見交換を４回行い
ました。また、監査役は、取締役会ほか重要な会議に出席し、会
計監査人および内部監査部門との情報交換や情報収集を行うな
ど、監査の実効性の確保に努めました。

③各部署の主要なメンバーにより構成されるリスクマネジメント
委員会を３回開催し、全社的なリスクマネジメント推進にかかわ
る課題、対応策について協議を行いました。

④各部署の主要なメンバーにより構成される内部統制委員会を２
回開催し、各部からの内部統制にかかわる報告・連絡事項や、内
部統制監査の状況について協議を行いました。

2.　株式会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務および事業の方針を支配する者のあり方に関
する基本方針については、特に定めておりません。

－ 18 －



Ⅶ　剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、今後の長期・安定的な事業展開に備え、企業体質の強化の
ために内部留保を高めつつ、株主各位に対して安定的かつ継続的な利
益の還元を行うことを基本方針としております。
　内部留保資金は、将来の企業価値の極大化に向けて、新規事業・生
産設備等に投資するなど長期的視点で考えてまいります。
　当期の期末配当金につきましては上記の方針を踏まえ、平成30年２
月７日開催の取締役会において１株につき50円とし、支払開始日を平
成30年３月５日とすることを決議いたしました。

------------------------------------------------------------------

（注）　本事業報告の記載金額は、表示単位未満を切捨てて表示しております。
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連結貸借対照表
（平成29年12月31日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 産 の 部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
土 地
そ の 他
無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

19,278,777
1,210,040

14,914,096
826,903
236,354

1,645,991
116,598
374,075

△45,283
52,152,504
21,886,584
6,291,543
6,733,699
8,227,273

634,067
681,399
190,998
490,401

29,584,520
28,635,048

45,154
923,668

△19,351

（ 負 債 の 部 ）
流 動 負 債 17,516,670

支払手形及び買掛金 13,187,910
短 期 借 入 金 421,584
１ 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 415,000
未 払 法 人 税 等 313,024
賞 与 引 当 金 135,324
そ の 他 3,043,825

固 定 負 債 9,669,967
長 期 借 入 金 450,000
繰 延 税 金 負 債 6,771,045
退職給付に係る負債 2,052,035
資 産 除 去 債 務 49,908
そ の 他 346,977
負 債 合 計 27,186,638

（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 30,315,296

資 本 金 4,000,000
資 本 剰 余 金 16,986,679
利 益 剰 余 金 10,288,782
自 己 株 式 △960,166

その他の包括利益累計額 13,882,951
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 14,091,589
為 替 換 算 調 整 勘 定 48,751
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 △257,388
新 株 予 約 権 9,732
非 支 配 株 主 持 分 36,663
純 資 産 合 計 44,244,644

資 産 合 計 71,431,282 負債純資産合計 71,431,282
（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 20 －



連結損益計算書
(平成29年 1 月 1 日から

平成29年12月31日まで) （単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 49,752,587
売 上 原 価 41,918,816

売 上 総 利 益 7,833,770
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,529,694

営 業 利 益 304,076
営 業 外 収 益

受 取 利 息 7,398
受 取 配 当 金 227,076
そ の 他 184,634 419,108
営 業 外 費 用

支 払 利 息 22,458
為 替 差 損 17,968
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 10,842
そ の 他 17,139 68,409
経 常 利 益 654,776

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 2,605
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,214,313 1,216,919

特 別 損 失
減 損 損 失 176,179
固 定 資 産 売 却 損 4,460
固 定 資 産 除 却 損 34,220
そ の 他 5,866 220,725

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,650,969
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 368,712
法 人 税 等 調 整 額 33,835 402,548
当 期 純 利 益 1,248,421
非支配株主に帰属する当期純利益 3,641
親会社株主に帰属する当期純利益 1,244,779

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
(平成29年 1 月 1 日から

平成29年12月31日まで) （単位：千円）
株　　　主　　　資　　　本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
平 成 2 9 年 １ 月 １ 日 残 高 4,000,000 16,986,679 9,445,306 △978,859 29,453,127
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △395,202 △395,202
親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益 1,244,779 1,244,779

自 己 株 式 の 取 得 △2,635 △2,635
自 己 株 式 の 処 分 △6,101 21,328 15,227
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) ―

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ― ― 843,475 18,692 862,168
平成29年12月31日残高 4,000,000 16,986,679 10,288,782 △960,166 30,315,296

その他の包括利益累計額
新　株
予約権

非支配
株主持分

純資産
合　計

そ 　 の 　 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係 る 調 整
累　計　額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

平 成 2 9 年 １ 月 １ 日 残 高 9,524,316 84,056 △357,976 9,250,396 24,836 32,777 38,761,137
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △395,202
親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益 1,244,779

自 己 株 式 の 取 得 △2,635
自 己 株 式 の 処 分 15,227
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 4,567,272 △35,305 100,588 4,632,555 △15,104 3,886 4,621,337

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 4,567,272 △35,305 100,588 4,632,555 △15,104 3,886 5,483,506
平成29年12月31日残高 14,091,589 48,751 △257,388 13,882,951 9,732 36,663 44,244,644

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）
1.　連結の範囲に関する事項

⑴　連結子会社の数　　　　　　14社
⑵　主要な連結子会社の名称　　土岐ダイナパック株式会社

DYNAPAC(HANOI) CO.,LTD.

2.　持分法の適用に関する事項
⑴　持分法適用関連会社の数　　２社
⑵　持分法適用関連会社の名称　株式会社大成

DYNAPAC AND MALINTA
(PHILIPPINES)INC.

　なお、DYNAPAC AND MALINTA(PHILIPPINES)INC.については新たに株
式を取得したことから、当連結会計年度より持分法適用の関連会社に含めておりま
す。

3.　連結子会社の事業年度に関する事項
　連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。

4.　会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券
その他有価証券

時価のあるもの　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定）

時価のないもの　　移動平均法による原価法
②　たな卸資産

製 品 主として総平均法に基づく原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの
方法により算定）

仕 掛 品 主として個別法に基づく原価法または総平均法に基づ
く原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの
方法により算定）

原 材 料 主として総平均法に基づく原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの
方法により算定）
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⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

定額法
　なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。
建物及び構築物　　　15～47年
機械装置及び運搬具　 4 ～17年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
定額法

③ リ ー ス 資 産 定額法
　なお、リース開始日が平成20年12月31日以前の所
有権移転外ファイナンス・リース取引については、引
き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
を採用しております。

⑶　重要な引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能
見込額を計上しております。

② 賞 与 引 当 金 　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額の
当連結会計年度に対応する額を計上しております。

⑷　退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末
における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職
給付に係る負債として計上しております。
　退職給付の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（15年）による定額法により費用処理しております。
　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しております。
　未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用については、税効果を調
整のうえ、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整
累計額に計上しております。
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⑸　重要な外貨建資産または負債の本邦通貨への換算基準
　在外子会社等の資産、負債、収益および費用は、連結決算日の直物為替相場に
より円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めてお
ります。

⑹　重要なヘッジ会計の方法
①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて特例処理の要件を満たした場合、特例処理が適用さ
れます。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象
（ヘッジ手段）

金利スワップ取引
（ヘッジ対象）

借入金の利息
③　ヘッジ方針

　金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
④　ヘッジ有効性の評価の方法

　金利スワップについては、特例処理によっているため、有効性の評価を省
略しております。

⑺　のれんの償却方法及び償却期間
　のれんは５年間で均等償却することにしております。

⑻　消費税等の会計処理方法
　税抜方式によっております。

（追加情報）
　（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
　　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号
　平成28年３月８日）を当連結会計年度から適用しております。

（連結貸借対照表に関する注記）
1.　有形固定資産の減価償却累計額 32,300,356千円

2.　連結会計年度末日満期手形の会計処理
　連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって行っております。
なお、当連結会計年度末日は金融機関が休日のため、当連結会計年度末日満期手
形が次の科目に含まれております。

受取手形及び売掛金 208,971千円
支払手形及び買掛金 127,512千円
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3.　担保に供している資産及び担保に係る債務
⑴　担保に供している資産

投資有価証券 151,500千円
⑵　担保に係る債務

支払手形及び買掛金 138,844千円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
1.　当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 10,322,591株
（注）平成29年７月１日付で普通株式５株を１株に併合いたしました。これにより発

行済株式総数は41,290,368株減少し、10,322,591株となっております。

2.　配当に関する事項
⑴　配当金支払額

決 議 株式の
種類

配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効力発生日

平成29年２月８日
取締役会 普通株式 395,202 8 平成28年

12月31日
平成29年
３月６日

（注）平成29年７月１日付で普通株式５株を１株に併合いたしました。
⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計

年度となるもの
　平成30年２月７日開催の取締役会において、普通株式の配当に関する事項を
次のとおり決議いたしました。

①　配当の原資 利益剰余金
②　配当金の総額 494,399千円
③　１株当たり配当金 50円
④　基準日 平成29年12月31日
⑤　効力発生日 平成30年３月５日

3.　当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び総数
普通株式 8,200株
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（金融商品に関する注記）
1.　金融商品の状況に関する事項

⑴　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、設備計画等に基づき資金繰り計画を立案し、必要な資金は
銀行借入で調達しております。また、通常の事業活動においては、資金繰り予
定表で資金の管理をし、短期的な運転資金については必要に応じて銀行借入で
調達しております。
　デリバティブ取引は、長期借入金の金利変動リスクを回避するために利用し
投機的な取引は行わない方針であります。

⑵　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクにさらされておりま
す。当該リスクに関しましては、定期的に顧客の信用状況を確認しているとと
もに、新規取引発生時においては顧客の信用状況について社内で審議および承
認を徹底し、取引先ごとに限度額を設定し債権管理を行っております。
　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、これらは市
場価格変動のリスクにさらされております。
　営業債務である支払手形及び買掛金の支払期日は１年以内となっております。
　なお、営業債権、投資有価証券および営業債務の一部に外貨建のものが含ま
れており、為替変動リスクにさらされております。
　資金調達については、短期借入金は営業取引および投資に伴う資金調達であ
り、長期借入金は主に設備投資に伴う資金調達であります。デリバティブ取引
の実行および管理については経理担当部門が実施しておりますが、リスクが極
めて限定的であるため、取引に関する規定は特に設けておりません。なお、契
約先は信用度の高い国内金融機関であり、相手先の契約不履行リスクはほとん
どないと認識しております。
　また、営業債務や資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行でき
なくなるリスク）については、月次の資金繰り予定表を作成し、随時更新する
ことにより管理しております。

⑶　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に
は合理的に算定された価額が含まれております。
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2.　金融商品の時価等に関する事項
　平成29年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額
については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と
認められるものは含まれておりません。

(単位：千円)
連結貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額

⑴　現金及び預金 1,210,040 1,210,040 －
⑵　受取手形及び売掛金 14,914,096 14,914,096 －
⑶　投資有価証券 28,413,994 28,413,994 －
資産計 44,538,130 44,538,130 －
⑴　支払手形及び買掛金 13,187,910 13,187,910 －
⑵　短期借入金 421,584 421,584 －
⑶　未払法人税等 313,024 313,024 －
⑷　長期借入金(※) 865,000 863,333 △1,666
負債計 14,787,520 14,785,853 △1,666
デリバティブ取引 － － －
(※)長期借入金には１年内返済予定分を含めております。

（注）1.　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券およびデリバティブ取引に関する
事項
資　産
⑴　現金及び預金、⑵　受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額によっております。

⑶　投資有価証券
　この時価について、株式は取引所の価格によっております。

負　債
⑴　支払手形及び買掛金、⑵　短期借入金、⑶　未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額によっております。

⑷　長期借入金
　長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映
し、また、当社の信用状態は、実行後大きく異なっていないことから、
時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっ
ております。
　固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借入金の元利
金の合計額を、返済期日までの期間および信用リスクを加味した利率で
割り引いた現在価値により算定しております。
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（注）2.　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位：千円)

区　　　分 連結貸借対照表計上額
その他有価証券

非上場株式 221,054
　これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積
ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資
産⑶投資有価証券」には含めておりません。

（賃貸等不動産に関する注記）
　当社は、東京都、名古屋市およびその他の地域において、賃貸用マンション、賃貸
用倉庫および賃貸用地などを有しております。これら賃貸等不動産の連結貸借対照
表計上額および当連結会計年度末の時価は次のとおりであります。

(単位：千円)
連結貸借対照表計上額 当連結会計年度末の時価当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

1,507,130 △20,803 1,486,326 5,106,181
（注）1.　連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計

額を控除した金額であります。
2.　当連結会計年度増減額は減価償却費22,572千円等であります。
3.　当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定基準」に基づいて自社で

算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）であります。
　また、賃貸等不動産に関する平成29年12月期における損益は次のとおりでありま
す。

(単位：千円)
連結損益計算書計上額

賃貸収入 賃貸費用 差　　額 その他損益
357,657 58,990 298,666 －

（注）　賃貸収入および賃貸費用は、賃貸料収入とこれに対応する費用（減価償却費、
保険料、租税公課等）であり、それぞれ「売上高」および「売上原価」に計上
しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 4,469円90銭
１株当たり当期純利益 125円91銭
（注）平成29年７月１日付で普通株式５株を１株に併合しております。１株当たり純

資産額および１株当たり当期純利益は当連結会計年度の期首に当該株式併合
が行われたと仮定し算定しております。
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（企業結合に関する注記）
取得による企業結合

比較情報における取得原価の当初配分額の重要な見直し
　平成28年７月１日に行われたクラウン紙工業株式会社の連結子会社化について、
前連結会計年度において暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年
度に確定しております。
　この暫定的な会計処理の確定に伴い、前連結会計年度において計上していた金
額の重要な見直しが反映されており、投資その他の資産の「その他」に34,616千
円が配分された結果、のれんの金額は245,569千円となりました。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（平成29年12月31日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 産 の 部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
繰 延 税 金 資 産
短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ ェ ア
電 話 加 入 権

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
関係会社長期貸付金
従 業 員 に 対 す る 長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
保 証 金
破 産 更 生 債 権 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

15,065,314
21,614

2,870,145
8,211,562

452,492
102,906
652,079
107,391

2,321,966
588,105

△262,950

50,674,704
17,689,148
4,530,695

178,999
4,496,513

17,030
315,979

8,048,895
86,497
14,535

116,471
73,206
31,083
12,181

32,869,084
28,437,838
1,688,083

578,730
1,422,238

1,957
568,000

3,434
40,200

121,856
13,545
25,935

△32,735

（ 負 債 の 部 ）
流 動 負 債 13,688,133

支 払 手 形 2,123,112
買 掛 金 8,219,894
短 期 借 入 金 147,000
１ 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 415,000
リ ー ス 債 務 9,327
未 払 金 659,522
未 払 費 用 1,451,347
未 払 法 人 税 等 241,360
預 り 金 182,516
賞 与 引 当 金 101,830
そ の 他 137,222
固 定 負 債 9,125,807

長 期 借 入 金 450,000
リ ー ス 債 務 84,087
繰 延 税 金 負 債 6,753,116
退 職 給 付 引 当 金 1,590,641
預 り 保 証 金 211,403
資 産 除 去 債 務 36,558
負 債 合 計 22,813,941
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 28,860,110
資 本 金 4,000,000
資 本 剰 余 金 16,986,679

資 本 準 備 金 16,986,679
利 益 剰 余 金 8,833,597

利 益 準 備 金 1,246,759
その他利益剰余金 7,586,837

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 1,620,087
別 途 積 立 金 9,160,000
繰 越 利 益 剰 余 金 △3,193,249

自 己 株 式 △960,166
評価・換算差額等 14,056,234

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 14,056,234
新 株 予 約 権 9,732
純 資 産 合 計 42,926,076

資 産 合 計 65,740,018 負 債 純 資 産 合 計 65,740,018
（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
(平成29年 1 月 1 日から

平成29年12月31日まで) （単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 35,161,472
売 上 原 価 29,987,469

売 上 総 利 益 5,174,003
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,260,464

営 業 損 失 86,461
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 399,852
そ の 他 93,114 492,967

営 業 外 費 用
支 払 利 息 12,720
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 74,800
為 替 差 損 14,468
そ の 他 28,451 130,440

経 常 利 益 276,065
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 2,812
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,214,313 1,217,126
特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 125
固 定 資 産 除 却 損 15,941
そ の 他 5,865 21,932
税 引 前 当 期 純 利 益 1,471,259
法人税、住民税及び事業税 184,110
法 人 税 等 調 整 額 29,822 213,932
当 期 純 利 益 1,257,327

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
(平成29年 1 月 1 日から

平成29年12月31日まで) （単位：千円）
株　主　資　本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資　本
準備金

資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金 利　益
剰余金
合　計

固定資産
圧 縮
積 立 金

別　途
積立金

繰越利益
剰 余 金

平 成 2 9 年 1 月 1 日 残 高 4,000,000 16,986,679 16,986,679 1,246,759 1,655,387 9,160,000 △4,084,573 7,977,574
事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △395,202 △395,202
当 期 純 利 益 1,257,327 1,257,327
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 △6,101 △6,101
固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 △35,300 35,300 ―

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中
の 変 動 額 ( 純 額 )

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ― ― ― ― △35,300 ― 891,323 856,023
平 成 2 9 年 1 2 月 3 1 日 残 高 4,000,000 16,986,679 16,986,679 1,246,759 1,620,087 9,160,000 △3,193,249 8,833,597

株　主　資　本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計自己株式 株主資本

合　　計
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平 成 2 9 年 1 月 1 日 残 高 △978,859 27,985,394 9,501,400 9,501,400 24,836 37,511,631
事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △395,202 △395,202
当 期 純 利 益 1,257,327 1,257,327
自 己 株 式 の 取 得 △2,635 △2,635 △2,635
自 己 株 式 の 処 分 21,328 15,227 15,227
固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 ― ―

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中
の 変 動 額 ( 純 額 )

4,554,833 4,554,833 △15,104 4,539,729

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 18,692 874,715 4,554,833 4,554,833 △15,104 5,414,445
平 成 2 9 年 1 2 月 3 1 日 残 高 △960,166 28,860,110 14,056,234 14,056,234 9,732 42,926,076

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.　資産の評価基準及び評価方法

⑴　有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券

時価のあるもの　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定）

時価のないもの　　　移動平均法による原価法
⑵　たな卸資産の評価基準及び評価方法

製　　　　　品　　　　総平均法に基づく原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げ
の方法により算定）

仕　　掛　　品　　　　個別法に基づく原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げ
の方法により算定）

原　　材　　料　　　　総平均法に基づく原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げ
の方法により算定）

2.　固定資産の減価償却の方法
⑴　有形固定資産（リース資産を除く）

定額法
なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。

建物　　　　　15～47年
機械及び装置　 4 ～17年

⑵　無形固定資産（リース資産を除く）
定額法

⑶　リース資産　　　　　　　定額法
　なお、リース開始日が平成20年12月31日以前の
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理を採用しております。
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3.　引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については、個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。

⑵　賞与引当金　　　　　　　　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額
の当事業年度に対応する額を計上しております。

⑶　退職給付引当金　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に
おける退職給付債務および年金資産の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められ
る額を計上しております。
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。
　過去勤務費用については、その発生時の従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による
定額法により費用処理しております。
　数理計算上の差異については、各期の発生時にお
ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ
発生の翌事業年度から費用処理しております。

⑷　債務保証損失引当金　　　　関係会社への保証債務等に係る損失に備えるため、
被保証者の財務状態等を勘案し、損失負担見込額を
計上しております。

4.　重要なヘッジ会計の方法
⑴　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて特例処理の要件を満たした場合、特例処理が適用され
ます。

⑵　ヘッジ手段とヘッジ対象
（ヘッジ手段）

金利スワップ取引
（ヘッジ対象）

借入金の利息
⑶　ヘッジ方針

　金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
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⑷　ヘッジ有効性の評価
　金利スワップについては、特例処理によっているため、有効性の評価を省略
しております。

5.　その他計算書類作成のための基本となる事項
⑴　退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理
額の会計処理方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっ
ております。

⑵　消費税等の会計処理方法
　税抜方式によっております。

（貸借対照表に関する注記）
1.　関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権 2,851,060千円
短期金銭債務 370,492千円

2.　有形固定資産の減価償却累計額 25,223,813千円

3.　担保に供している資産及び担保に係る債務
⑴　担保に供している資産

投資有価証券 151,500千円
⑵　担保に係る債務

買掛金 138,844千円

4.　保証債務
子会社の銀行借入金等に対する保証債務
泰納包装（蘇州）有限公司 172千円(10千中国元)
DYNAPAC(M)SDN.BHD. 120,636千円(4,333千マレーシアリンギット)

16,950千円(150千米ドル)
DYNAPAC(HANOI)CO.,LTD. 16,029千円(141千米ドル)
DYNAPAC(HAIPHONG)CO.,LTD. 154,598千円(1,368千米ドル)
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5.　期末日満期手形の会計処理
　決算期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって行っております。なお、
当事業年度の末日は金融機関が休日のため、当期末日満期手形が次の科目に含ま
れております。

受取手形 129,098千円
支払手形 2,663千円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

売 上 高 697,146千円
仕 入 高 2,066,276千円
その他の営業取引高 103,856千円
営業取引以外の取引高 46,760千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普 通 株 式 434,609株
（注）平成29年７月１日付で普通株式５株を１株に併合いたしました。
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未 払 事 業 税 31,529千円
貸 倒 引 当 金 96,915千円
賞 与 引 当 金 31,261千円
退 職 給 付 引 当 金 579,740千円
減 損 損 失 122,225千円
投資有価証券評価損 423,231千円
関係会社株式評価損 408,657千円
繰 越 欠 損 金 147,235千円
そ の 他 66,243千円

繰延税金資産小計 1,907,041千円
評 価 性 引 当 額 △1,754,464千円

繰延税金資産合計 152,577千円
繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △731,591千円
その他有価証券評価差額金 △6,065,853千円
そ の 他 △857千円

繰延税金負債合計 △6,798,302千円
繰延税金負債の純額 △6,645,724千円

　繰延税金負債の純額は貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産―繰延税金資産 107,391千円
固定負債―繰延税金負債 △6,753,116千円
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（リースにより使用する固定資産に関する注記）
リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
(借主側)

1.　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
機械及び装置 合　　計

取得価額相当額 265,032千円 265,032千円
減価償却累計額相当額 232,639千円 232,639千円
期末残高相当額 32,392千円 32,392千円

　取得価額相当額の算定は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料
期末残高の割合が低いため、支払利子込み法によっております。

2.　未経過リース料期末残高相当額
１年以内 17,668千円
１ 年 超 14,724千円
合 計 32,392千円
(注)　未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形固定資産の期末残高等に

占めるその割合が低いため、支払利子込み法によっております。
3.　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 17,668千円
減価償却費相当額 17,668千円

4.　減価償却費相当額の算定方法
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
（減損損失について）
　リース資産に配分された減損損失はありません。

(貸主側)
1.　リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

建　　物 構築物 合　　計
取得価額 611,887千円 8,112千円 620,000千円
減価償却累計額 208,318千円 8,112千円 216,431千円
期末残高 403,568千円 0千円 403,568千円

2.　未経過リース料期末残高相当額
１年以内 11,998千円
１ 年 超 457,694千円
合 計 469,692千円

3.　受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額
受取リース料 11,257千円
減価償却費 19,378千円
受取利息相当額 31,627千円
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4.　利息相当額の算定方法
　リース料総額と見積残存価額の合計額からリース物件の購入価額を控除した額
を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

オペレーティング・リース取引
(貸主側)

未経過リース料期末残高
１年以内 242,518千円
１ 年 超 3,305,874千円
合 計 3,548,393千円

（関連当事者との取引に関する注記）
⑴　親会社及び法人主要株主等

種類 会社等
の名称 住所

資本金
又は

出資金
事業の内容

議決権等の
所有(被所有)

割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(千円) 科目 期末残高
(千円)

主要
株主
(法人)

カゴメ㈱ 名古屋市
中区

百万円
19,985

調味食品、
保存食品、
飲料、その
他の食品の
製造・販売
種苗、青果
物の仕入・
生産・販売

所有
直接
5.6

被所有
直接
13.2

製品の販売
役員の兼任
(注)２

段ボール、
印刷紙器製
品等の販売
(注)１

2,793,261 売掛金 912,230

（注）1.　取引条件ないし取引条件の決定方針等
上記の取引のうち、段ボール、印刷紙器製品等の販売については市場価格、
総原価を勘案して、価格交渉の上決定しております。
取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。

2.　カゴメ㈱の取締役１名および取締役常勤監査等委員１名は、それぞれ当社の
社外取締役および社外監査役を兼任しております。

⑵　子会社等

種類 会社等
の名称 住所

資本金
又は

出資金
事業の内容

議決権等の
所有(被所有)

割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(千円) 科目 期末残高

(千円)

子会社

土岐ダイナパッ
ク㈱

岐阜県
土岐市

千円
62,515

包装資材の
製造・販売

所有
92

役員の兼任
資金の貸付

資金の
貸付
(注)

資金の貸付
2,360,000
資金の回収
2,440,000
利息の受取

6,109

短期貸付金 390,000

その他の
流動資産 491

神原段ボール㈱ 愛知県
常滑市

千円
90,000

包装資材の
製造・販売

所有
100

役員の兼任
資金の貸付

資金の
貸付
(注)

資金の貸付
660,000

資金の回収
645,000

利息の受取
544

短期貸付金 20,000

その他の
流動資産 53
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種類 会社等
の名称 住所

資本金
又は

出資金
事業の内容

議決権等の
所有(被所有)

割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(千円) 科目 期末残高

(千円)

子会社

多治見ダイナパ
ック㈱

岐阜県
多治見市

千円
60,000

包装資材の
製造・販売

所有
100

役員の兼任
資金の貸付

資金の
貸付
(注)

資金の回収
48,000

貸倒引当金
の戻入
15,000

利息の受取
9,061

長期貸付金 568,000

貸倒引当金 －

その他の
流動資産 735

宇都宮ダイナパ
ック㈱

栃木県
宇都宮市

千円
100,000

包装資材の
製造・販売

所有
100

役員の兼任
資金の貸付

資金の
貸付
(注)

資金の貸付
704,000

資金の回収
627,000

利息の受取
1,525

短期貸付金 134,000

その他の
流動資産 188

DYNAPAC
(HAIPHONG)
CO.,LTD.

HAIPHONG
VIETNAM

百万ﾍﾞﾄﾅﾑ
ﾄﾞﾝ

169,629

包装資材の
製造・販売

所有
100

役員の兼任
資金の貸付

資金の
貸付
(注)

資金の貸付
1,086,005
資金の回収

360,950
利息の受取

12,537

短期貸付金 1,078,020

その他の
流動資産 4,090

DYNAPAC
PACKAGING 
TECHNOLOG
Y(PHILIPPIN
ES)INC.

BATANGAS
PHILIPPINES

千ペソ
36,000

包装資材の
製造・販売

所有
100

役員の兼任
資金の貸付

資金の
貸付
(注)

資金の貸付
226,373

資金の回収
163,780

貸倒引当金
の計上

66,000
利息の受取

2,227

短期貸付金 225,096

貸倒引当金 205,000

その他の
流動資産 293

DYNAPAC
(M)SDN.BHD.

SEREMBAN
N.S.D.K.
MALAYSIA

千マレーシア
リンギット

12,756

包装資材の
製造・販売

所有
100

役員の兼任
資金の貸付

資金の
貸付
(注)

資金の貸付
90,400

貸倒引当金
の計上

28,000
利息の受取

200

短期貸付金 90,400

貸倒引当金 42,000

その他の
流動資産 200

（注）　子会社に対する貸付金は、それぞれの会社の資金繰りを考慮し必要に応じて随
時運転資金として貸付けているものであり、資金調達の安定化および調達コス
トの低減を目的として行っているものであります。なお、金利につきましては
当社が調達する際の市場金利を勘案して合理的に決定しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 4,340円25銭
１株当たり当期純利益 127円18銭
（注）平成29年７月１日付で普通株式５株を１株に併合しております。１株当たり純

資産額および１株当たり当期純利益は当事業年度の期首に当該株式併合が行
われたと仮定し算定しております。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年２月14日

ダイナパック株式会社
 取 締 役 会 御 中  

有限責任監査法人　ト ー マ ツ
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 谷 津 良 明 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 橋 正 伸 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ダイナパック株式会社の平成29年
１月１日から平成29年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本と
なる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、ダイナパック株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年２月14日

ダイナパック株式会社
 取 締 役 会 御 中  

有限責任監査法人　ト ー マ ツ
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 谷 津 良 明 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 橋 正 伸 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ダイナパック株式会社の平
成29年１月１日から平成29年12月31日までの第56期事業年度の計算書類、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその
附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、　当監
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計
算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査
には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの
評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの第56期事業年度の取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作
成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の従業員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び各部門からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業
所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の
取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報
告を受けるとともに、主要な子会社及びその工場において業務及び財産の状況を調査いた
しました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する
ために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備
に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ
ム）について、取締役及び従業員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を
受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に
応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本と
なる重要な事項及びその他の注記）について検討いたしました。
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年２月15日
ダイナパック株式会社　監査役会

常勤監査役 鶴 田 茂 樹 ㊞
常勤監査役 仲野谷　公　美 ㊞
監 査 役 蟹 江 睦 久 ㊞
監 査 役 加 納 敏 孝 ㊞

(注)　監査役蟹江睦久及び監査役加納敏孝は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定め
る社外監査役であります。

以　上
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株主総会参考書類
議案および参考事項

第１号議案　取締役７名選任の件
　取締役９名全員は、本総会終結の時をもって、任期満了となります
ので、改めて取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式の
数

１

す ぎ や ま
杉　山　

き く お
喜久雄

(昭和30年７月18日生)

昭和53年４月 カゴメ㈱入社

6,700株

平成22年４月 可果美（杭州）食品有限公司
董事長兼総経理

平成26年１月 カゴメ㈱執行役員
平成26年３月 当社入社
平成26年３月 当社取締役常務執行役員
平成28年１月 当社代表取締役（現任）

当社取締役社長（現任）
【取締役候補者とした理由】
杉山喜久雄氏は、代表取締役として強いリーダーシップを発揮し、会社の成長、存
在感および信頼性向上のため経営の様々な課題に取り組み、当社の発展と企業価値
向上に貢献しており、当社取締役として適任であると判断し取締役候補者としてお
ります。

２

さ い と う
齊　藤　

こ う じ
光　次

(昭和33年１月17日生)

昭和63年７月 日本ハイパック㈱入社

146,832株

平成 2 年12月 同社取締役監査室長
平成 4 年12月 同社常務取締役
平成 8 年６月 同社代表取締役副社長
平成12年６月 同社専務取締役
平成14年６月 同社代表取締役副社長
平成16年６月 同社代表取締役社長
平成17年１月 当社代表取締役（現任）

当社取締役副社長（現任）
【取締役候補者とした理由】
齊藤光次氏は、平成17年から代表取締役を務めており、国内外の当社グループ経営
の経験も豊富で、当業界にも精通していることから、当社取締役として適任である
と判断し取締役候補者としております。
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候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式の
数

３

お お や ま
大　山　

ひ で お
英　男

(昭和32年３月２日生)

昭和50年３月 当社入社

2,800株

平成24年３月 当社執行役員みよし事業所長
平成25年１月 当社執行役員生産本部副本部

長
平成26年１月 当社執行役員生産本部長
平成26年３月 当社取締役執行役員生産本部

長（現任）
【取締役候補者とした理由】
大山英男氏は、当社入社以来、生産部門の業務に従事し、現在は生産本部長として
生産全般について担当しております。事業所運営および子会社経営の豊富な経験を
通じて、経営全般の知見を有していることから、当社取締役として適任であると判
断し取締役候補者としております。

４

の ざ わ
野　澤　

ま さ し
政　司

(昭和33年８月14日生)

昭和58年10月 日本ハイパック㈱入社

2,100株

平成21年４月 当社営業推進部長
平成23年４月 沼津ダイナパック㈱代表取締

役常務
平成26年１月 当社営業本部副本部長
平成26年３月 当社執行役員営業本部副本部

長
平成28年１月 当社執行役員営業本部長
平成28年３月 当社取締役執行役員営業本部

長（現任）
【取締役候補者とした理由】
野澤政司氏は、当社入社以来、営業部門の業務に従事し、現在は営業本部長として
営業全般について担当しております。豊富な営業経験と経営全般に関する知見を有
していることから、当社取締役として適任であると判断し取締役候補者としており
ます。

－ 47 －



候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式の
数

５

く さ の  ま さ お
草　野　雅　夫
(昭和30年６月24日生)

昭和54年 4 月 ㈱東海銀行（現㈱三菱東京
UFJ銀行）入行

1,600株

平成20年12月 当社入社
平成25年３月 当社執行役員経営企画本部経

理部長
平成28年１月 当社執行役員経営企画本部副

本部長
平成29年１月 当社執行役員経営企画本部長
平成29年３月 当社取締役執行役員経営企画

本部長（現任）
【取締役候補者とした理由】
草野雅夫氏は、国内外の財務・経理分野における幅広い経験と、経営戦略全般に関
する経験・実績・知見を有していることから、当社取締役として適任であると判断
し取締役候補者としております。

６

ふ か い
深　井　

や す ひ ろ
靖　博

(昭和34年１月30日生)

昭和61年４月 名古屋弁護士会（現愛知県弁
護士会）登録

－株

昭和61年４月 鈴木大場合同法律事務所（現
大場鈴木堀口合同法律事務
所）入所

平成３年４月 米国ニューヨーク州弁護士登
録

平成16年９月 愛智法律事務所開設　弁護士
（現任）

平成29年３月 当社社外取締役（現任）
「重要な兼職の状況」

 愛智法律事務所　弁護士
【社外取締役候補者とした理由】
深井靖博氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知
見を有しており、当社グループの経営に対して専門的な観点からの助言や業務
執行に対する適切な監督を行っており、社外取締役として適任であると判断し
社外取締役候補者としております。
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候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式の
数

７

と み ざ わ　　　　ゆたか
富　澤　　 豊 
(昭和38年12月23日生)

昭和62年４月 ㈱リクルート入社

－株

平成14年７月 ㈲富澤事務所設立　取締役社
長（現任）

平成16年４月 浜松大学経営情報学部助教授
平成23年４月 浜松大学ビジネスデザイン学

部教授
平成23年４月 浜松大学ビジネスデザイン学

部経営情報副学科長
平成26年４月 常葉大学経営学部副経営学科

長
平成29年３月 当社社外取締役（現任）

「重要な兼職の状況」
 ㈲富澤事務所　取締役社長

【社外取締役候補者とした理由】
富澤豊氏は、マーケティング分野において、企業に対するコンサルティングや
大学教授を含む幅広い経験と知見により、当社の経営体制の強化・充実を図る
ため、経営全般に対して助言・提言を行っており、社外取締役として適任であ
ると判断し社外取締役候補者としております。

（注）1.　各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2.　深井靖博氏および富澤豊氏は社外取締役候補者であります。
3.　深井靖博氏および富澤豊氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時を

もってそれぞれ１年であります。
4.　当社は深井靖博氏および富澤豊氏と会社法第427条第１項および当社定款に

基づき、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であり
ます。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏と責任限定契約を継続する
予定であります。

5.　当社は、深井靖博氏および富澤豊氏を東京・名古屋両証券取引所の定めに基
づく独立役員として指定し、届け出ております。
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第２号議案　監査役１名選任の件
　監査役鶴田茂樹氏は、本総会終結の時をもって、任期満了となりま
すので、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。
氏　　　名

（生年月日）
略 歴 、 地 位 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式の
数

こ  だ  ま    ひ ろ ひ と
児　玉　弘　仁
(昭和34年３月22日生)

昭和56年４月 カゴメ㈱入社

－株

平成18年６月 同社執行役員
平成20年６月 同社取締役執行役員
平成23年６月 同社取締役常務執行役員（現任）
平成29年10月 同社リスクマネジメント担当

（現任）
　　　　　　「重要な兼職の状況」
　カゴメ㈱　取締役常務執行役員

リスクマネジメント担当
【社外監査役候補者とした理由】
児玉弘仁氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、客観的かつ中立
的な立場で取締役の職務の執行を監査出来るものと判断し社外監査役候補者としており
ます。

（注）1.　候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.　児玉弘仁氏は、社外監査役候補者であります。
3.　社外監査役との責任限定契約について

当社は児玉弘仁氏の選任が承認された場合、同氏と会社法第427条第１項お
よび当社定款に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を
締結する予定です。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最
低責任限度額であります。

以　上
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（メ　モ）



株主総会会場ご案内図
株主総会は、アパホテル〈名古屋錦〉エクセレント　４階「旭」で開催
いたしますので、下記案内図をご参照ください。

付近見取図

至名古屋駅

至
名
古
屋
市
役
所

大
津
通
り

至
上
前
津

至名古屋駅 錦通り

カゴメ
ビ　ル

広小路通り

アパホテル
テレビ塔

②番出口（栄）

③番出口（久屋大通）

栄交差点

至今池

至今池

名古屋三越
栄店

至笹島

丸栄百貨店

桜通り

Ｎ

⑴　株主総会会場に駐車場はございませんので、あらかじめご了承
ください。

⑵　地下鉄東山線「栄」駅下車　②番出口より徒歩約１分
地下鉄桜通線「久屋大通」駅下車　③番出口より徒歩約３分

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


